
証券コード　4337
2022年６月２日

株 主 各 位
東 京 都 渋 谷 区 東 一 丁 目 ２ 番 2 0 号

ぴ あ 株 式 会 社
代表取締役社長 矢 内 　 廣

１．日 時 2022年６月18日（土曜日）午前10時（開場：午前９時30分）
本総会は新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から
議事を短縮させていただきます。また、お土産、総会終了
後の懇親会（軽食）及び映画上映会は昨年同様予定してお
りません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

２．場 所 東京都渋谷区東一丁目２番20号 渋谷ファーストタワー
ベルサール渋谷ファースト地下１階ホール

３．目的事項
報告事項 １. 第49期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）

　　事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第49期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
　　計算書類報告の件

決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案

定款一部変更の件
取締役12名選任の件
監査役１名選任の件

４．招集にあたっての決定事項

     

第49回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第49回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し
上げます。

本株主総会におきましてはインターネットによる同時中継を行います。視聴方
法の詳細は４頁をご参照ください。新型コロナウイルス感染症の拡大防止、なら
びに株主の皆様の健康と安全の観点から、株主の皆様におかれましては、書面又
はインターネットによる事前の議決権行使をしていただき、本株主総会当日のご
来場はできる限りお控えくださるようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年６月17日（金曜
日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げま
す。議決権行使の詳細については、２、３頁をご参照ください。

敬　具
記

議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の３日前（2022年６
月14日）までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当
社にご通知ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

当日ご出席の際は、本招集ご通知をご持参いただくとともに、お手数ながら同封の議決権行使書を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申し上げます。当社定款第16条により、当社株主の方以外は株主総会に出席することができませ
ん。なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の
当社ウェブサイト（アドレス https://corporate.pia.jp/）に掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいます

ようお願い申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

インターネットで議決権を

行使される場合

同封の議決権行使書用紙を

会場受付にご提出くださ

い。

同封の議決権行使書用紙に

議案に対する賛否をご表示

のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、

議案の賛否をご入力くださ

い。

日　時 行使期限 行使期限

2022年６月18日（土曜日）

午前10時（受付開始：午前９時30分）

2022年６月17日（金曜日）

午後５時30分到着分まで

2022年６月17日（金曜日）

午後５時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用

議決権行使

ウェブサイト

ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

第１号・第３号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

第２号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者を

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の

番号をご記入下さい。

書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権

行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行

使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを

入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力するこ

となく議決権行使ウェブサイトにログインするこ

とができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://www.web54.net

　

「スマート行使」での議決権行使は
１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、
お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決
権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・

「パスワード」を入力してログイン、再度議決
権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC

向けサイトへ遷移できます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

2

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを
読み取ってください。

1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

見 本

議決権行使ウェブサイトにアクセスして 
ください。

1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コー
ド」を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

「パスワード」
を入力

実際にご使用にな
る新しいパスワード
を設定してください

「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力 
ください。

4

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９：00～21：00）
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  http://w.pia.jp/t/soukai2022

【同時中継・事前質問受付について】
　本株主総会の同時中継は、当社HPの特設サイトよりご覧ください(中継を通じ

ての議決権の行使はできません)。終了後にも一定期間、アーカイブをご覧いた

だけるようにいたします。

　本総会は議事を簡略化し、例年より時間を短縮して行う予定です。併せて、株

主様からのご質問、ご発言を制限させていただきますが、可能な限り議案にご理

解を得るため、あらかじめご質問をお受けします。当社HPの特設サイトのご案内

に沿ってフォーマットにご記入の上、ご送信ください。数多くいただきましたご

質問を中心に、当日の総会にてお答えいたします。

※株主総会当日のライブ配信・事前質問受付につきまして

　下記当社コーポレートサイトにてご案内しておりますので、是非ご覧くださ

い。

【当日来場される株主の皆様へのお願い】
当日の総会会場におきましては、諸所の感染防止対策を講じたうえで、役員及

び運営スタッフはマスクを着用させていただきます。

ご出席を希望される株主様におかれましても、本総会開催日時点での流行状況

やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防に配慮くださいま

すようお願い申し上げます。

また、37.5度以上の発熱がある場合や、体調不良と見受けられる方には、ご入

場をお控えいただく可能性がございます。

なお、今後の状況により、株主総会の運営等に変更が生じる場合には、インタ

ーネット上の当社ウェブサイトに掲載いたします。適宜ご覧くださいますようお

願い申し上げます。

【インターネットによる開示について】
　次の事項は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当

社ウェブサイトに掲載しております（当社コーポレートサイトのトップページよ

りご覧いただけます）ので、本招集ご通知の添付書類には掲載しておりません。

　なお、本招集ご通知の添付書類は、監査役及び会計監査人が監査報告を作成す

るに際して監査をした対象の一部であります。

　①連結計算書類の連結注記表

　②計算書類の個別注記表
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( 2021年４月１日から )2022年３月31日まで

（提供書面）

事　業　報　告

１. 企業集団の現況

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、一昨年から続く新型コロナウイル

ス感染症の世界的な収束を未だに見通せず、個人消費や企業の経済活動が大

きな影響を受ける中、引き続き厳しい環境下にあります。当社が事業基盤と

する国内レジャー・エンタテインメント市場においては、年明け以降からの

オミクロン株の急速な感染拡大による、まん延防止等重点措置の再発令の影

響で、イベントの開催制限や外国人の入国規制が強化され、市場の回復も足

踏みを余儀なくされています。

こうした厳しい経営環境下にあって、2021年秋以降は経済活動の回復とと

もに市場も好況に転じ、当社でも第３四半期連結会計期間単独では、2019年

度第２四半期以来２年強振りに、営業損益、経常損益、親会社株主に帰属す

る四半期純損益の全てにおいて黒字化を達成いたしました。これは、市場全

般の回復と集客エンタメイベントの復調によるチケット販売の回復に加え、

一昨年来断行してきた役員報酬の減額や社員賞与カット等も含む全社経費の

縮減策の継続、ならびに、ぴあアリーナＭＭの稼働率の上昇、東京2020オリ

ンピック・パラリンピックにおける、一連のチケッティングサービス受託業

務の終了に伴う各種費用の精算が完了したこと、等が大きく寄与しておりま

す。

更に、第４四半期連結会計期間においても、市場の回復が続くものと想定

し、当社グループでは通期での黒字化を目指しておりましたが、年明け以降

の第六波による、まん延防止等重点措置の再発令により、イベントの開催制

限や外国人の入国規制が再び強化されました。この影響で、大規模な音楽興

行や、海外著名アーティストの日本公演等の発売が軒並み延期となり、第３

四半期連結会計期間には、収益認識会計基準を適用しなかった場合(以下

「旧会計基準」という。)で390億円規模まで回復していた売上高も、第４四

半期連結会計期間には330億円規模まで縮退し、下述のように当連結会計年

度では経常損益ベースで約８億円の赤字着地を余儀なくされました。ただ

し、第４四半期連結会計期間単独では、第３四半期に続き、営業損益、償却
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前営業損益のいずれも黒字を達成しており、業績回復基調を確認しつつある

ところです。

また、キャッシュ・フローも夏場以降急速に改善し、現預金残高も漸増に

推移し、期末残高は借入金残高とほぼ同水準の240億円強となり(この間、借

入金の返済も着実に進めております）、特に営業キャッシュ・フローでは前

年度比約350億円の大幅改善となっています。この間、当社で進めている事

業構造改革の一つである、新ぴあ(アプリ)を含むDMS(デジタルメディア・デ

ータマーケティングサービス)事業においては、コロナ後の成長・拡大の道

筋を確実にするべく、2022年３月末にかけて新会社(ぴあネクストスコープ

株式会社)を新設分割して、新たな事業展開を推進することとし、固定資産

の減損(４億71百万円)を実施しました。同時に来期以降の業績回復を見据え

て、税効果(繰延税金資産）の計上を行っています。

以上の結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、連結売上高258億

29百万円(前年度は売上高673億55百万円)、営業損失８億33百万円(前年度は

営業損失62億31百万円)、経常損失８億45百万円(前年度は経常損失60億８百

万円)、親会社株主に帰属する当期純損失11億22百万円(前年度は親会社株主

に帰属する当期純損失66億64百万円)となりました。

なお、収益認識会計基準の適用により、期首より売上高の一部が純額に変

更となりましたが、当該基準を適用しなかった場合の売上高は1,218億65百

万円であり、対前年度比では545億９百万円の増加(対前年度比180.9％)とな

りました。

(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度における設備投資額は29億25百万円であり、その主なもの

はチケッティングシステムのソフトウェア開発への投資であります。

(3) 資金調達の状況

　当連結会計年度においては、三菱地所株式会社からの第三者割当増資によ

る19億99百万円の資金調達を実施いたしました。なお、金融機関からの新た

な借入による調達はありません。

(4) 対処すべき課題

（今後の見通し等）

　まん延防止等重点措置の解除によるイベント開催制限の緩和、外国人の入

国規制の緩和等を受け、プロスポーツや音楽興行等を中心に多くのイベント

が収容率100%の開催に転じ、海外からの著名アーティストの来日公演や、大
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規模な夏フェス等の計画も具体化しつつあり、2022年４月以降のチケット販

売は好調に推移するものと予想されます。

　また当社でも、1972年の情報誌「ぴあ」の創刊以来、今年で創業50周年を

迎えるにあたり、大型の主催イベントや新規事業の開発など、2022年度に向

けて新たな収益機軸を創出してまいります。

　もっとも、感染の再拡大への不安感は完全には払拭されず、イベントへの

動員・集客もコロナ禍以前の勢いまでには戻っていませんが、当社が運営す

る「ぴあアリーナＭＭ」等の稼働率(予約率)も堅調で、市場の回復とともに

収益の改善が見込まれることから、翌連結会計年度(2023年３月期)の連結業

績の見通しにつきましては、売上高350億円(旧会計基準で1,600億円)、営業

利益７億円、経常利益４億円、親会社株主に帰属する当期純利益３億円とな

る予想です。

　さらに加えて、「ライブ・エンタテインメント白書」(昨年９月発行)のラ

イブ・エンタテインメント市場規模将来推計にて発表されたように、2023年

にはコロナ禍前の水準を上回る回復が予想されることを前提に、2023年度

(2024年３月期)の当社業績については、いわゆる「両利きの経営」を念頭に

おきつつ、当面の市場回復に即応した事業構造改革に一段と傾注し、2018年

度の売上高(旧会計基準約1,800億円)、営業利益(約14億円)を上回る水準を

目指したいと考えております。

区　　分
第 46 期

2019年３月期
第 47 期

2020年３月期
第 48 期

2021年３月期
第49期(当期)
2022年３月期

売 上 高(百万円) 179,969 163,204 67,355 25,829

経 常 損 益(百万円) 1,348 1,110 △6,008 △845

親会社株主に帰属す
る 当 期 純 損 益

(百万円) 817 121 △6,664 △1,122

１株当たり当期純損益 (円) 59.14 8.94 △479.04 △74.15

総 資 産(百万円) 62,699 58,610 52,784 64,598

純 資 産(百万円) 6,601 6,019 1,910 2,807

(5) 財産及び損益の状況の推移（連結）

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当連結会計

年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る各数値は、当該会計基準等を適用し

た数値となっております。なお、当該基準を適用しなかった場合の売上高は121,865百万

円であります。
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会 社 名 資 本 金
当 社 の
議決権比率

主 要 な 事 業 内 容

ぴあフィールドサービス株式会社 100百万円 100.00％
スポーツ産業を軸にした、新たな
フィールド支援サービスの提供

ぴあネクストスコープ株式会社 100百万円 100.00％
デジタルメディア・データマーケ
ティングサービス事業の運営

株 式 会 社 東 京 音 協 80百万円 100.00％
興行・レクリエーション主催及び
興行チケット販売

ぴあグローバルエンタ
テインメント株式会社

70百万円 100.00％
東アジア（中国中心）エリアでの
興行イベントの企画・運営・輸出
及びその仲介

チ ケ ッ ト ぴ あ 九 州
株 式 会 社

30百万円 100.00％ 興行チケットの九州地区での仕入

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注）１．2022年３月25日に新設分割によりぴあネクストスコープ株式会社を設立いたしました。

　　　２．当社は2021年６月25日付にて、チケットぴあ九州株式会社の株式を追加取得しております。

③ その他の重要な関連会社の状況

　チケットぴあ名古屋株式会社は、当社が議決権を25％所有しており、同

社は当社の持分法適用の関連会社であります。

　北京ぴあ希肯国際文化発展有限公司は、当社が議決権を22.14％所有し

ており、同社は当社の持分法適用の関連会社であります。

　TAプラットフォーム株式会社は、当社が議決権を33.33％所有してお

り、同社は当社の持分法適用の関連会社であります。

　ダイナミックプラス株式会社は、当社が議決権を15.00％所有しており､

同社は当社の持分法適用の関連会社であります。

　TAプラットフォームソフトウェア共同事業体は、当社が33.33%出資して

おり、同共同事業体は当社の持分法適用の関連会社であります。
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(7) 主要な事業内容（2022年３月31日現在）

　当社グループは、音楽・スポーツ・演劇・映画・各種イベントのチケット販売

を柱に、エンタテインメント領域において幅広く事業を展開しています。【チケ

ッティングビジネス】【コンテンツビジネス】【ソリューションビジネス】【ヴ

ェニュービジネス】【メディア・プロモーションビジネス】という観点から、一

般ユーザーのお客様とエンタテインメント業界（興行主催者、コンテンツホルダ

ーの方々など）の皆様にエンタテインメントビジネスをトータルに提供するバリ

ューチェーンの構築を目指しています。

　【チケッティングビジネス】は当社の根幹を成すビジネスとして、ECサイト

「チケットぴあ」や2020年10月にリリースしたスマートフォンアプリ、提携コン

ビニエンス店舗、チケットぴあ店舗（2021年６月末日にサービス終了）などを連

携させ、約1,750万人の「ぴあ会員」に各種チケットを販売しています。近年で

は、チケット販売のノウハウやイベント運営等の実績を活かし、興行の主催・出

資から、企画、制作、運営までを行う【コンテンツビジネス】の領域が拡大して

います。

　また、当社のシステムとデータベースは、エンタテインメント領域におけるさ

まざまなデータを蓄積しており、これらのITを活用し、スポーツ団体や興行主催

者、ホール・劇場にチケット販売サービスを提供し、プロモーションや顧客管理

戦略を立案する【ソリューションビジネス】も展開しています。加えて、2020年

７月に開業した「ぴあアリーナＭＭ」(横浜・みなとみらい地区)の完成により、

【ヴェニュービジネス】についても、本格的な取り組みを開始しています。

　さらに、2018年11月にリリースした「ぴあ」(アプリ)をはじめ、Webメディア

「ウレぴあ総研」や当社が企画・編集する各種出版物、提携コンビニエンスが発

行するフリーペーパーなどの各種媒体を活用し【メディア・プロモーションビジ

ネス】を展開、ぴあに集まるデータを活用したマーケティング等を通じて、各種

ビジネスをより付加価値の高いサービスとして提供しています。

　オリンピック・パラリンピックやラグビーＷ杯、サッカーＷ杯など、国際的規

模の大型イベントのチケッティング業務の受託も拡充しており、エンタテインメ

ント業界での事業領域を広げています。また、映画界における新しい才能の発見

と育成を目指す「PFF(ぴあフィルムフェスティバル）」や「大島渚賞」、エンタ

テインメント活動を通じた東日本大震災復興プロジェクト「チームスマイル」、

エンタテインメント界の継続的な市場調査と分析、提言を行う「ぴあ総研」など

のCSR活動を継続して行い、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
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① 本社 東京都渋谷区東一丁目２番20号

② 関西支社 大阪府大阪市北区堂島浜一丁目４番４号

③ 中部支社 愛知県名古屋市東区東桜二丁目13番32号

④ 北海道支局 北海道札幌市中央区北一条西三丁目

⑤ 中四国支局 広島県広島市中区立町２番27号

⑥ 東北支局 宮城県仙台市青葉区本町二丁目15番１号

※ 横浜支局 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号

　　　　　　　　　　　横浜ランドマークタワー21階（2022年5月より）

(8) 主要な営業所（2022年３月31日現在）

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

342(499)名 10名増（15名減）

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

305(449)名 5名増(12名減) 40.9歳 13.3年

(9) 従業員の状況（2022年３月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 　　　　5,529百万円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 　　　　3,996

株式会社商工組合中央金庫 　　　　3,000

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 　　　　2,573

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 　　　　2,573

株 式 会 社 り そ な 銀 行 　　　　2,185

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 　　　　1,767

三井住友信託銀行株式会社 　　　　1,294

株式会社日本政策金融公庫 　　　　　900

株 式 会 社 北 陸 銀 行 　　　　　500

株 式 会 社 八 十 二 銀 行 　　　　　475

株 式 会 社 静 岡 銀 行 　　　　　245

(10) 主要な借入先（2022年３月31日現在）
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(1) 発行済株式の総数 15,346,513株（自己株12,830株を含む。）
（注）１．2021年６月４日を払込期日とする第三者割当による新株式の発行により、発行済株式の

総数は680,200株増加しております。
２．譲渡制限付株式の新株発行により、発行済株式の総数は8,700株増加しております。

(2) 株主数 25,852名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

矢 内 　 廣 3,050,100株 19.89％

株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 1,409,400株 9.19％

Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 株 式 会 社 1,400,000株 9.13％

凸 版 印 刷 株 式 会 社 1,087,709株 7.09％

きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業
有限責任組合

816,600株 5.33％

株式会社セブン＆アイ・ネットメディア 704,700株 4.60％

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 704,700株 4.60％

三 菱 地 所 株 式 会 社 680,200株 4.44％

日本ﾏｽﾀｰﾄﾗｽﾄ信託銀行株式会社（信託口） 663,400株 4.33％

矢内アセットマネジメント株式会社 200,400株 1.31％

２. 会社の株式に関する事項（2022年３月31日現在）

(3) 大株主（上位10名）

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

３. 会社の新株予約権等に関する事項（2022年３月31日現在）

　該当事項はありません。
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地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 矢 内 　 廣
チケットぴあ九州株式会社代表取締役会長
チケットぴあ名古屋株式会社代表取締役会長

専 務 取 締 役 木 本 敬 巳

常 務 取 締 役 吉 澤 保 幸
コーポレート担当・ＣＣＯ 兼 ＣＩＳＯ 兼 経営改
革推進担当
リスクマネジメント委員会委員長

取 締 役 白 井 　 衛

アジアマーケット開発担当
ぴあグローバルエンタテインメント株式会社代表取
締役社長
北京ぴあ希肯国際文化発展有限公司副董事長

取 締 役 長 島 靖 弘
システム担当 兼 事業開発統括担当 兼 グローバル
イベントプログラム担当

取 締 役 村 上 元 春
ヴェニュー事業開発担当 兼 新規事業開発担当 兼 
ＣＳＲ担当 兼 経営改革推進担当 兼 ＨＲ創造担当

取 締 役 小 林 　 覚 社長室長

取 締 役 宮 本 暢 子
マリア・モンテッソーリ・エレメンタリースクール
勤務

取 締 役 佐久間　曻　二
共栄電工株式会社社外取締役
株式会社ＷＯＷＯＷ 名誉相談役

取 締 役 一 條 和 生

一橋大学大学院 経営管理研究科 国際経営戦略専攻 
専攻長、教授
株式会社シマノ社外取締役
株式会社電通国際情報サービス社外取締役
株式会社ワールド社外取締役

取 締 役 宮 地 信 幸
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員
経営推進本部ガバナンス統括部シニアオフィサー
株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ取締役

取 締 役 石 田 宏 樹

フリービット株式会社代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＴ
Ｏ
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット取締
役会長
トーンライフスタイル株式会社代表取締役社長

４. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2022年３月31日現在）
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地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

監査役（常勤） 能 勢 正 幸 公認会計士

監 査 役 松 田 政 行
松田山崎法律事務所 弁護士
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会　
理事

監 査 役 新 井 　 誠
凸版印刷株式会社 常勤相談役
TOPPAN（THAILAND）CO.,LTD.取締役（非常勤）
株式会社フレーベル館 代表取締役会長（非常勤）

監 査 役 宮 地 悟 史

KDDI株式会社サービス統括本部エンターテインメン
ト推進部長
KKCompany Inc.取締役（非常勤）
国際電気通信連合（ITU-T）第9研究グループ（SG9）
議長
株式会社ブックリスタ取締役（非常勤）
株式会社mediba取締役（非常勤）

区 分 報酬額の総額

報酬等の種類別の総額
対象となる
役員の員数

金銭報酬 非金銭報酬

基本報酬 業績連動報酬 株式報酬

取締役
( うち社外取締役 )

206百万円
(17)

187百万円
(17)

0百万円
-

19百万円
（0）

12名
（4）

監査役
( うち社外監査役 )

18百万円
(18)

18百万円
(18)

-
-

-
-

5名
（5）

合計
（うち社外役員）

224百万円
(35)

205百万円
(35)

0百万円
-

19百万円
(0)

17名
(9)

（注）１. 取締役 佐久間曻二、一條和生、宮地信幸、石田宏樹の４氏は、社外取締役でありま
す。

２. 監査役 能勢正幸、松田政行、新井誠、宮地悟史の４氏は、社外監査役であります。
３. 取締役 佐久間曻二氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け

出ております。
４. 監査役 能勢正幸氏及び監査役 松田政行氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する

相当程度の知見を有しております。
　・監査役 能勢正幸氏は、公認会計士の資格を有しております。
　・監査役 松田政行氏は、弁護士として企業法務に精通しております。

５. 監査役 塚田俊文氏は、2021年６月19日開催の第48回定時株主総会終結の時をもっ
て、辞任いたしました。

　(2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

　　①当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

（注）１. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
　　　２. 当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は12名（うち、社外取締役は４名）です。
　　　３. 上記株式報酬額は、株式給付信託（BBT）に関して当該年度中に費用計上した額であり

ます。
　　　４. 当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名（うち、社外監査役は４名）です。
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　　②報酬等に関する株主総会の決議に関する事項
イ) 取締役の金銭報酬限度額は、2003年６月26日開催の第30回定時株主総会において年額

600百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。
ロ) 当該金銭報酬とは別枠で、社外取締役を除く取締役に対する株式給付信託に係る報酬限

度額は、2016年６月18日開催の第43回定時株主総会において、３事業年度で600百万円
以内と決議いただいております。

ハ) 監査役の報酬限度額は、2003年６月26日開催の第30回定時株主総会において年額100百
万円以内と決議いただいております。

③役員報酬の方針等

　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機
能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職
責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取
締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬および株式給付信託（BBT=Board Benefit Trust）
により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを
支払うこととしております。

④業績連動報酬等に関する事項
　事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標（KPI）を反映した金銭
報酬として、各事業年度の予算策定時に定める連結営業利益の目標値に対する達成状況に
応じて算出された額を、毎年、一定の時期に支給することとしております。連結営業利益
を業績指標とすることにより、事業年度ごとの業績達成度合いを報酬額に反映させること
ができると考えております。目標とする連結営業利益の値は、中期経営計画と整合するよ
う各事業年度の予算策定時に設定し、適宜環境の変化に応じて見直しを行っております。

⑤非金銭報酬等の内容
　取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇
によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期
的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、当社株式を報酬とする株
式給付信託（BBT）を導入しており、各取締役に付与される当社株式数は、当社が取締役
会で別に定める役員株式給付規程に従い、職位、各事業年度の連結当期純利益の目標値に
対する達成状況、各取締役の担当事業の業績を踏まえた評価に基づいて決定するものとし
ております。全社的な最終利益と各担当事業の業績の双方を業績指標とすることにより、
企業価値向上への貢献度合いを複合的に評価することができると考えております。

⑥取締役の個人別の報酬等の決定に係る決定方針
イ) 方針の決定の方法

2021年２月12日開催の取締役会において決議しております。
ロ) 決定方針の内容の概要

業務執行取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬および株式給付信託（BBT）により
構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払
うこととしております。
このうち基本報酬については、固定の金銭報酬とし、職位、他社水準、当社の業績を考
慮しながら、取締役会で別に定める報酬体系に基づき決定するものとし、毎月、一定の
時期に支給することとしております。また、金銭報酬の業績連動報酬および株式給付信
託に関する方針は、上記「④業績連動報酬等に関する事項」および「⑤非金銭報酬等の
内容」に記載のとおりです。

⑦取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
　当事業年度においては、2021年６月19日開催の取締役会にて代表取締役社長矢内廣に取
締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議を行っております。その権
限の内容は、取締役の個人別の報酬等の内容を決めるための各取締役の担当事業の業績評
価およびこれに基づく個人別の報酬額の決定であり、これらの権限を委任した理由は、当
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区 分 氏 名 兼 職 の 状 況

取 締 役 佐久間　曻　二
共栄電工株式会社社外取締役
株式会社ＷＯＷＯＷ 名誉相談役

取 締 役 一 條 和 生

一橋大学大学院 経営管理研究科 国際経営戦略専攻 専攻
長、教授
株式会社シマノ社外取締役
株式会社電通国際情報サービス社外取締役
株式会社ワールド社外取締役

取 締 役 宮 地 信 幸
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス執行役員経営推進
本部ガバナンス統括部シニアオフィサー
株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ取締役

取 締 役 石 田 宏 樹
フリービット株式会社代表取締役社長ＣＥＯ兼ＣＴＯ
株式会社ドリーム・トレイン・インターネット取締役会長
トーンライフスタイル株式会社代表取締役社長代表

監 査 役 能 勢 正 幸 公認会計士

監 査 役 松 田 政 行
松田山崎法律事務所 弁護士
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会 理事

監 査 役 新 井 　 誠
凸版印刷株式会社 常勤相談役
TOPPAN（THAILAND）CO.,LTD.取締役（非常勤）
株式会社フレーベル館 代表取締役会長（非常勤）

監 査 役 宮 地 悟 史

KDDI株式会社サービス統括本部エンターテインメント推進
部長
KKCompany Inc.取締役（非常勤）
国際電気通信連合（ITU-T）第9研究グループ（SG9）議長
株式会社ブックリスタ取締役（非常勤）
株式会社mediba取締役（非常勤）

社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適
しているからであります。
　当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、代表取締役社長が決定した
報酬額を報酬諮問委員会（取締役会の諮問機関とし、委員長は社外取締役、委員の半数以
上は社外取締役とする）が確認し、代表取締役社長及び報酬諮問委員会は、報酬諮問委員
会により当該確認がなされた旨を取締役会に報告するとともに、取締役の報酬総額につい
て取締役会で承認を得るものとしております。

⑧取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
　当社においては、審議プロセスの適法性、透明性を確保するため、株主総会で承認され
た報酬限度額の範囲内で代表取締役社長が規程等に基づいて決定した報酬案を、報酬諮問
委員会が確認し、報酬諮問委員会の確認内容を尊重して、取締役会が承認していることか
ら、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

(3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職の状況及び当社との関係

 (注) １. 株式会社セブン＆アイ・ホールディングスは当社株式の9.2%を保有しております。
２. 凸版印刷株式会社は当社株式数の7.1％を保有しており、当社は同社に出版物の印

刷・製本等の業務を委託しております。
３. KDDI株式会社は当社株式数の9.1％を保有しており、当社は同社と情報配信サービス

及び会員向け特典サービスにおける協力について業務提携契約を締結しております。
４. 当社と上記１．２．３以外の兼職先との間には特別の関係はありません。
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区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

取 締 役 佐久間　曻　二

当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、
企業経営全般にわたる幅広い経験に基づき意見
を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言・提言を行ってお
ります。また、報酬諮問委員会委員を務めてお
ります。

取 締 役 一 條 和 生

当事業年度開催の取締役会14回のうち13回に出
席し、国際企業戦略及び知識創造理論に基づく
企業変革に関する専門家として意見を述べるな
ど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための助言・提言を行っております。ま
た、報酬諮問委員会委員長を務めております。

取 締 役 宮 地 信 幸

当事業年開催の取締役会14回全てに出席し、企
業経営及び流通・販売事業に関する専門的な知
見に基づき意見を述べるなど、取締役会の意思
決定の妥当性・適正性を確保するための助言・
提言を行っております。

取 締 役 石 田 宏 樹

当事業年度で就任後開催の取締役会11回全てに
出席し、企業経営及びＩＴ関連事業に関する専
門的な知見に基づき意見を述べるなど、取締役
会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため
の助言・提言を行っております。

監 査 役 能 勢 正 幸

当事業年度開催の取締役会14回全て、また監査
役会13回全てに出席し、公認会計士としての財
務及び会計における幅広い見識に基づき、必要
な発言を積極的に行っております。

監 査 役 松 田 政 行

当事業年度開催の取締役会14回全て、また監査
役会13回のうち12回に出席し、弁護士としての
企業法務等における幅広い見識に基づき、必要
な発言を積極的に行っております。

監 査 役 新 井 　 誠

当事業年度開催の取締役会14回のうち13回、ま
た監査役会13回全てに出席し、出版・情報コミ
ュニケーション事業や企業経営全般における幅
広い経験に基づき、必要な発言を積極的に行っ
ております。

監 査 役 宮 地 悟 史

当事業年度で就任後開催の取締役会11回全て、
また監査役会10回全てに出席し、通信・エンタ
ーテインメントビジネスや企業経営全般におけ
る幅広い経験に基づき、必要な発言を積極的に
行っております。

② 当事業年度における主な活動状況

③ 責任限定契約の内容の概要
　当社と各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）ならびに各監査
役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責
任の限度額は500万円または法令が定める額のいずれか高い額としており
ます。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下､
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「D＆O保険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、これによ
り、取締役・監査役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合におけ
る損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除
く。）等を塡補することとしております。D＆O保険の保険料は、全額を当
社が負担しております。D＆O保険の契約期間は１年間であり、当該期間の
満了前に取締役会において決議のうえ、これを更新する予定であります。
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金 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 44百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額

44百万円

５. 会計監査人の状況

(1) 名称 有限責任監査法人トーマツ

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第１項の

規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し

ております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は500万円または法令

が定める額のいずれか高い額としております。

(3) 報　酬　等　の　額

(注)1. 当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツとの間の監査契約においては、会社法に

基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておら

ず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には

これらの合計額を記載しております。

2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指

針」を踏まえ、取締役、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告

の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、ならび

に当事業年度の会計監査人の監査結果の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した

結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第１項及び同

条第２項の同意を行っています。

(4) 非監査業務の内容

該当する事項はありません。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当

すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任い

たします。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集され

る株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたしま

す。

　また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に執行することが困難である

と認められる場合、その他必要と判断される場合には、会計監査人の解任ま

たは不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当

該議案を株主総会に提出いたします。
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６. 会社の体制及び方針
(1)業務の適正を確保するための体制についての決定内容

　当社の業務並びに当社及び当社の子会社から成る企業集団の業務の適正を

確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制

イ) 役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果た

すため、「ぴあ企業行動憲章」を定め、当社及び子会社の全役職員に

周知徹底させる。

ロ) 当社及び子会社全体で法令遵守をはじめとした企業としての社会的責

任を果たすため、当社及び子会社の社内での研修、教育の推進も含め

内部統制を担当する取締役CCO(ﾁｰﾌ･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ･ｵﾌｨｻｰ)を委員長とする

リスクマネジメント委員会を設置し、適正な職務執行を徹底する。

ハ) 当社及び子会社の全従業員を対象とした内部通報制度の整備を行い、

実効性を強化する。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の意思決定又は取締役に対する報告に関する文書は、社内規程

（文書管理規程、稟議規程等）に従い適切に保存、管理を行う。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社及び子会社の各部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行

う。当社の各部門長は、自ら又は当社の担当取締役を通じて適宜リスク管

理の状況を取締役会に報告し、子会社の各部門長は、自ら又は当該子会社

の担当取締役を通じて適宜リスク管理の状況を当該子会社の取締役会に報

告するほか、当社の関係会社管理規程等に基づき、当社の担当部門にも報

告する。また、リスクマネジメント委員会を中心として当社及び子会社の

リスク管理体制の構築及び運用を行う。

④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す

るための体制

　当社の各部門単位における意思決定プロセスの簡素化や効率的な意思決

定に資する組織体制を整備するとともに、当社全体に係る重要な事項並び

に各部門にまたがる重要な事項については合議制により慎重な意思決定を

行う。また、当社は、関係会社管理規程等に基づく子会社からの報告や当

社の監査方針、内部監査規程等を通じて子会社の取締役の職務の執行が効

率的に行われているか等について検証し、必要に応じて子会社とも協議の

上、その改善を図る。
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⑤ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

　その他の当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保す

るための体制

イ) 当社は、当社の関係会社管理規程等に基づき、子会社の取締役等の職

務の執行に係る事項等の報告を受け、当社の各部門は、子会社の関連

部門と連携し、子会社と情報共有を図る。

ロ) 当社の内部監査部門は、当社の内部監査規程等又はそれに準ずる評価

基準に基づき、当社及び子会社に対して監査を実施する。

ハ) リスクマネジメント委員会は、「ぴあ企業行動憲章」に基づき、当社

及び子会社全体のコンプライアンス体制の構築に努めるとともに、社

内規程については必要に応じて適宜見直しを行い、業務の円滑な推進

を図る。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

　監査役が求めた場合には、監査役を補助すべき使用人として、必要な人

員を配置する。

⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査役を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関して、監査

役会は事前に協議できるものとする。

⑧ 第６号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

　監査役が代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交換をする場を設

けるとともに、内部監査部門が監査役と定期的に内部監査結果について協

議及び意見交換するなどして、監査役が監査役を補助する使用人に対して

実効性ある指示をできるようにする。

⑨ 当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査

役への報告に関する体制

　取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生

する恐れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、

その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に

報告するものとする。監査役会は、事業部門を統括する取締役及び内部統

制を担当する取締役から、定期的に及び適宜リスク管理体制に関する事項

の報告を受けるものとする。
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⑩ 子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会

社法第５９８条１項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者

及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするた

めの体制

イ) 子会社の取締役及び使用人は、法令及び社内規程に定められた事項の

ほか、子会社の監査役から報告を求められた事項について速やかに子

会社の監査役及び監査役会に報告するとともに、当社の子会社担当部

署に連絡する。

ロ) 当社の子会社担当部署は、本号イに従って子会社の取締役又は使用人

から法令及び社内規程に定められた事項又は子会社の監査役から報告

を求められた事項について報告を受けた場合には、速やかに当社の監

査役にその内容を報告する。

⑪ 報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない

ことを確保するための体制

イ) 内部通報に関する規程について、内部通報の窓口を利用し報告をした

者が、当該報告を理由として、人事上その他一切の点で当社及び子会

社から不利益な取扱いを受けない運用を図るものとする。

ロ) 第９号及び前号の当社の監査役へ報告した者が、当該報告を理由とし

て、人事上その他一切の点で当社及び子会社から不利益な取扱いを受

けない運用を図るものとする。

⑫ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の

当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する

事項

　監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等

の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査役の職

務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに

応じる。

⑬ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社及び子会社の監査役は、社内の重要課題等を把握し、必要に応じ意

見を述べることができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会

を確保する。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社の業務並びに当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保す

るための体制の当事業年度における運用状況は以下のとおりであります。

①取締役会を14回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策

定等経営における重要な事項を決定し、月次の経営業績の分析・対策・評

価を検討するとともに、法令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点

から審議を行いました。

②監査役会を13回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内

会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法

令・定款等への遵守について監査いたしました。

③財務報告の信頼性におよぼす影響の重要性に鑑み策定した実施計画に基

づき、内部統制評価を実施いたしました。

④情報セキュリティ対策として設置しておりますＣＩＳＯ室は、個人情報

を含めた会社の機密情報の管理方法の強化・厳格化を図りました。

⑤リスクマネジメント委員会を毎月開催し、当社のコンプライアンス活動

の進捗確認を実施いたしました。

⑥世界的なSDGsや地球温暖化対策の実現に向けた取り組みをより経営の基

軸に据えるべく、当社のサステナビリティ経営の基本方針ともいえる「企

業行動憲章」を改訂するとともに、取締役会の下部組織として「サステナ

ビリティ委員会」を新設しました。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

① 基本方針の内容

　当社の企業価値の源泉は、下記の（ⅰ）～（ⅴ）の相乗効果による「ぴ

あブランド」の構築と、それによるブランドバリューの最大限の活用にあ

ると認識しております。

（ⅰ）当社の運営するECサイト、プロモーション・メディア及び流通プラ

ットフォーム、ホール・劇場（＝ぴあならではのバリューチェーンと称し

ています）を通して、コンシューマー（お客様）・コンテンツホルダー

（権利者）・興行主催者の三方面に対し、付加価値の高いサービス、およ

びソリューションを提供する、当社ならではのビジネスモデルの確立。

（ⅱ）人々の生活に潤いと活力を与える、文化・芸術・エンタテインメン

ト・スポーツの健全な育成と、その発展を目的とした商品、コンテンツ、

サービスの開発・提供。
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（ⅲ）エンタテインメント業界における広範囲な企業連携と新たな価値の

創出、および人材の育成と人的ネットワークの構築。

（ⅳ）各種レジャー・エンタテインメント情報をユーザーの目線で収集・

編集し、これらを出版・配信・プロモーションできるノウハウの蓄積とそ

の活用。

（ⅴ）企業理念（「ひとりひとりが生き生きと」）をベースとした【PIA 

IDENTITY】(1998年策定)に基づく事業の推進、ならびに不断の経営革新努

力。

　当社としましては、こうした「ぴあブランド」のさらなる強化、進化に

より、ぴあの企業理念である「ひとりひとりが生き生きと」を広範に実現

させ、国際的規範であるSDGs目標「だれひとり取り残さない」に通じる心

豊かな社会の発展に貢献してまいりたいと考えております。

　これらが株式の大量買付等を行う者により中長期的に確保され、向上さ

せられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損さ

れることになります。

　一方、当社は、上場会社である当社の株式は、株主または投資家の皆様

に自由に取引されるものであり、特定の者による当社株式の大量買付等に

応じるか否かは、当社株主の皆様に十分な情報が提供された上で、最終的

には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えており、こ

れが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に中長期的に資するもので

ある限りにおいて、これを否定するものではありません。

　しかしながら、株式の大量買付等の中には、株主の皆様が株式の大量買

付等の内容等について検討し、取締役会が意見を取りまとめ、必要に応じ

代替案を提示し、株主の皆様のために買付者等と交渉するために必要な時

間を提供しないもの、経営方針・投下資本の回収方針等の十分な情報を合

理的な期間内に提供しないもの、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を毀損することが明白である濫用的なもの、または、買付等の条件が当社

の本源的価値に鑑み不十分もしくは不適当であるもの等、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがあるもの等があることを否定

することはできません。当社は、このような特定の者による当社株式の大

量買付等に伴い、会社の存立、発展が阻害されるおそれが生ずる等、会社

の企業価値が毀損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害される

ことになるような場合には、その防止のために当該株主を差別的に取り扱

ったとしても、当該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでない

限り、最終的には会社の利益の帰属主体である株主の皆様自身の判断にお
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いて対抗措置を行うことができるほか、当該特定の者が必要な情報や時間

を提供しない場合や、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する

ことが明白な濫用的買収を行う場合等、取締役会の判断により相当な対抗

措置を講ずることが許容される場合があると考えております。

　当社は、当社株式の大量買付等を行う者に対して、遵守すべき一定の手

続があること、また、法令及び当社定款等の許容する限度において、相当

な対抗措置を実施することがあり得ることを事前に警告すること等によ

り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある買付

等を防止することとします。また、本基本方針に照らして不適切な者によ

って当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組みとして、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の

導入等を株主総会において決議し、当該対応策の内容を、株式会社東京証

券取引所における適時開示、当社事業報告等の法定開示書類における開

示、当社ホームページ等への掲載等により周知させることとします。

② 基本方針の実現に資する特別な取組み（以下「企業価値向上等への取り

組み」といいます。）

　この間、当社は当社グループの企業価値、株主共同の利益の向上に向け

た各種取組みを進めております。即ち、上場以来、ぴあファンの方々に当

社株主になって頂くことを念頭に、個人株主の形成に向けた様々な施策

（株主優待の充実、株主アンケート、株主懇談会の実施等）に取組み、高

い個人株主比率を実現しております。

　そうした中で、業績面では、一昨年から続く新型コロナウイルス感染症

の世界的な収束を未だに見通せず、個人消費や企業の経済活動が大きな影

響を受け、引き続き厳しい環境下にある中、2021年秋以降は経済活動の回

復とともに国内レジャー・エンタテインメント市場も好況に転じ、当社グ

ループでも通期での黒字化を目指しておりましたが、年明け以降の第六波

による、まん延防止等重点措置の再発令により、イベントの開催制限や外

国人の入国規制が再び強化されました。この影響で、大規模な音楽興行

や、海外著名アーティストの日本公演等の発売が軒並み延期となり、当連

結会計年度では経営損益ベースで約８億円の赤字着地を余儀なくされまし

た。ただし、第３四半期に続き、第４四半期単独では、営業損益は黒字を

達成しており、業績回復基調を確認しつつあるところです。

　今後につきましては、まん延防止等重点措置の解除によるイベント開催

制限の緩和、外国人の入国規制の緩和等を受け、プロスポーツや音楽興行

等を中心に多くのイベントが収容率100%の開催に転じ、海外からの著名ア

－ 24 －



ーティストの来日公演や、大規模な夏フェス等の計画も具体化しつつあ

り、2022年度４月期以降の売上は好調に推移するものと予想されます。ま

た当社でも、1972年の情報誌「ぴあ」の創刊以来、今年で創業50周年を迎

えるにあたり、大型の主催イベントや新規事業の開発など、2022年度に向

けて新たな収益機軸を創出してまいります。

③ 本基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の

決定が支配されることを防止するための取組み（本プラン）

　本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上さ

せることを目的として、本基本方針に基づき、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益を毀損するおそれのある当社株式の大量買付等がなされるこ

とを防止するためのものです。

　2022年３月31日現在、当社の株主構成は現経営陣による安定的な状況と

なっており、当社役員の所有株式数合計の議決権比率（以下｢議決権比率｣

といいます。）は20.4％であります。しかしながら、当社役員の議決権比

率は、上場直後である2002年３月31日現在の52.0％から、この20年間で、

約32％低下しております。また、今後も恒常的に発生するシステム投資や

中長期的な事業領域の拡大に結びつく新規成長事業への投資等に伴う資金

調達の手段として、または自己資本の充実のため、資本市場における資金

調達もひとつの選択肢として考えられ、これを実施する場合には当社役員

の議決権比率がさらに低下する可能性もあります。その他、今後他社と業

務資本提携を行う等の事由で株主構成が変化する可能性も否定はできませ

んし、役員の異動等によって議決権比率が低下する可能性もあり、また、

当社は上場会社であることから、大株主である役員等が各々の事情に基づ

き株式の譲渡その他の処分をすることによって、現在の安定的な株主構成

を維持できない事態も起こり得るものと考えております。

　こうした事情に鑑み、当社は、当社株式に対する大量買付等により企業

価値・株主共同の利益が毀損されることを防止するためには、本基本方針

に定められた通り、特定の者による株式の大量買付等に応じるか否かは、

最終的には株主の皆様に委ねられるべきものと考えております。そして、

株主の皆様がこの判断を適切に行うためには、買付者等から必要な情報の

提供を受けること､取締役会から必要な情報や代替案の提示を受けること､

及びこれらのために必要な時間を確保することが必要不可欠であり、これ

らの情報を収集し、株主の皆様に伝達するのは、株主の皆様の負託を受け

て会社経営の任にあたる取締役会の責務であると考えております。にもか

かわらず、買付者等が必要な情報を合理的な期間内に提供しない場合、ま

たは、これらのために必要な時間、もしくは当社取締役会が株主の皆様の
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ために買付者等と交渉するために必要な時間を確保しない場合には、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益の保護の観点から、取締役会は原則と

して速やかに対抗措置の発動（そのために必要な株主総会の招集その他の

措置を含みます。以下同じとします。）を行う必要があると考えておりま

す。また、買付者等が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損す

ることが明白である濫用的買収を行う場合にも、同様であると考えており

ます。さらに、買付等の条件が当社の本源的価値に鑑み不十分もしくは不

適当なものである場合等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損

するおそれのある場合には、対抗措置の発動を行うか否かの判断は、企業

価値および株主共同の利益を図るべく経営の任にあたる取締役会の責務を

踏まえつつも、最終的には株主の皆様に委ねることが適切であると考えて

おります。そして、これらの過程において、取締役会が万が一にも恣意的

に行動することがないよう、それを防ぐための措置を講ずることも必要で

あります。

　このような観点から、本プランにおいては、中立かつ独立の立場から勧

告を行う独立委員会を設置し、当社取締役会がその勧告を最大限尊重する

形で手続を進めることとします。

（注）なお、本プランの詳細につきましては、証券取引所における適時開示、当社ホーム

ページ等への掲載により開示しておりますのでご参照ください。

④ 企業価値向上等への取組み及び本プランが本基本方針に沿うものである

こと

　企業価値向上等への取組みは、中期経営計画の推進等により当社の企業

価値・株主共同の利益を向上させることにより、当社の企業価値・株主共

同の利益に反する買付行為が行われることを未然に防止しようとするもの

であり、本基本方針に沿うものであると判断しております。

　また、本プランは、当社株券等の買付者等が買付等に関する必要かつ十

分な情報を株主の皆様、当社取締役会、独立委員会に事前に提供するこ

と、及び当社取締役会または当社株主総会が対抗措置の発動の是非につい

て決議した後にのみ当該買付等を開始することを求め、これを遵守しない

買付者等に対して当社独立委員会の勧告に基づき当社取締役会または株主

総会が対抗措置を講じることがあることを明記しています。

　また、本プランに定める手続が遵守されている場合であっても、独立委

員会が買付者等の買付等が本プランに定める濫用的買付等であると認め、

または当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するおそれがあると認めて

対抗措置の発動を勧告し、当社取締役会または株主総会が決議した場合に

は、かかる買付者等に対して当社取締役会または株主総会は当社の企業価
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値・株主共同の利益を確保するために新株予約権無償割当て等の対抗措置

を講じることがあることを明記しています。

　このように本プランは、本基本方針の考え方に沿って設計されたもので

あると判断しております。

⑤ 企業価値向上等への取組み及び本プランが当社株主の共同の利益を損な

うものではないこと

　企業価値向上等への取組みは、当社の企業価値・株主共同の利益を向上

させるものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではないと判断し

ております。

⑥ 企業価値向上等への取組み及び本プランが当社の会社役員の地位の維持

を目的とするものではないこと

　企業価値向上等への取組みは、中期経営計画の推進等により、当社の企

業価値・株主共同の利益の向上を目的とするものであり、当社の会社役員

の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する基本方針

　当社は、将来の事業拡大と財務体質強化のため、必要な内部留保を確保し

つつ、株主の皆様の期待に沿えるよう安定した配当を継続していくことを基

本方針としております。この間の業績推移と中長期の事業及び投資環境等の

経営状況を鑑みた上で「配当政策」「自己株式の取得」「株主優待」の３つ

を軸に展開した、これら３つの総還元性向（還元前の当期純利益に対する割

合）は、40％を目安としています。また「配当」については、連結での配当

性向（当期純利益に対する割合）30％程度を目安としています。

　しかしながら、2019年度末からのコロナ禍の影響で２期連続の最終損益赤

字を余儀なくされたため、誠に遺憾ながら、当期の配当につきましては、無

配とさせていただきます。また、次期の配当予想につきましては、足元の業

績回復基調を加速させ、内部留保を着実に積み上げ、配当可能な諸条件が整

った段階で、改めて公表いたします。当社としては、株主の皆様の期待に沿

えるよう、極力早期の復配を実現できるように全社一丸となって経営努力を

積み重ねて参る所存です。
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（2022年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

（有 形 固 定 資 産）

建 物 及 び 構 築 物

工具器具及び備品

土 地

そ の 他

（無 形 固 定 資 産）

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

そ の 他

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

敷 金 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

42,852

24,361

15,716

67

4

7

2,744

△49

21,746

（12,258）

11,811

423

6

18

（5,537）

2,505

2,955

77

（3,949）

975

2,054

280

1,075

△435
　

流 動 負 債 38,732

買 掛 金 28,749

短 期 借 入 金 2,500

１年内返済予定長期借入金 1,315

未 払 金 2,178

前 受 金 1,513

未 払 法 人 税 等 244

賞 与 引 当 金 70

新型コロナ関連損失引当金 22

そ の 他 2,138

固 定 負 債 23,058

長 期 借 入 金 21,225

退職給付に係る負債 98

株 式 給 付 引 当 金 179

資 産 除 去 債 務 1,211

そ の 他 343

負 債 合 計 61,791

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,831

資 本 金 5,942

資 本 剰 余 金 2,105

利 益 剰 余 金 △4,999

自 己 株 式 △216

その他の包括利益累計額 △23

その他有価証券評価差額金 11

為替換算調整勘定 △40

退職給付に係る調整累計額 5

純 資 産 合 計 2,807

資 産 合 計 64,598 負 債 ・ 純 資 産 合 計 64,598

連 結 貸 借 対 照 表
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( 2021年４月１日から )2022年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額

Ⅰ 売 上 高 25,829

Ⅱ 売 上 原 価 17,483

売 上 総 利 益 8,345

Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,179

営 業 損 失 833

Ⅳ 営 業 外 収 益 513

受 取 利 息 及 び 配 当 金 8

助 成 金 収 入 491

そ の 他 13

Ⅴ 営 業 外 費 用 525

支 払 利 息 360

持 分 法 に よ る 投 資 損 失 127

そ の 他 37

経 常 損 失 845

Ⅵ 特 別 損 失 471

減 損 損 失 471

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 1,317

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 173

法 人 税 等 還 付 税 額 △19

法 人 税 等 調 整 額 △345 △191

当 期 純 損 失 1,125

非支配株主に帰属する当期純損失 3

親会社株主に帰属する当期純損失 1,122

連 結 損 益 計 算 書
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( 2021年４月１日から )2022年３月31日まで
（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2 0 2 1 年 ４ 月 １ 日 残 高 4,924 1,093 △3,904 △216 1,897

会計方針の変更による  　
累 積 的 影 響 額

27 27

会計方針の変更を反映した
2 0 2 1 年 ４ 月 １ 日 残 高

4,924 1,093 △3,877 △216 1,924

 連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 1,017 1,017 2,035

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

△1,122 △1,122

自 己 株 式 の 取 得 △0 △0

非 支 配 株 主 と の　　　　　
取 引 に 係 る 持 分 変 動

△6 △6

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額 )

－

連結会計年度中の変動額合計 1,017 1,011 △1,122 △0 906

2 0 2 2 年 ３ 月 3 1 日 残 高 5,942 2,105 △4,999 △216 2,831

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主
持分

純 資 産 合 計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付
に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

2 0 2 1 年 ４ 月 １ 日 残 高 23 △48 △19 △45 57 1,910

会計方針の変更による       
累 積 的 影 響 額

－ 27

会計方針の変更を反映した
2 0 2 1 年 ４ 月 １ 日 残 高

23 △48 △19 △45 57 1,937

連結会計年度中の変動額

新 株 の 発 行 － 2,035

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失

－ △1,122

自 己 株 式 の 取 得 － △0

非 支 配 株 主 と の　　　　　
取 引 に 係 る 持 分 変 動

－ △6

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額 )

△11 8 25 21 △57 △36

連結会計年度中の変動額合計 △11 8 25 21 △57 870

2 0 2 2 年 ３ 月 3 1 日 残 高 11 △40 5 △23 － 2,807

連結株主資本等変動計算書
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（2022年３月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

（有 形 固 定 資 産）

建 物

構 築 物

工具器具及び備品

土 地

そ の 他

（無 形 固 定 資 産）

ソ フ ト ウ エ ア

ソフトウエア仮勘定

そ の 他

（投資その他の資産）

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

敷 金 保 証 金

破 産 更 生 債 権 等

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金
　

37,702

19,362

15,766

67

4

7

387

703

908

544

△50

25,620

（12,257）

11,703

108

422

6

18

（5,495）

2,465

2,955

74

（7,867）

205

3,703

120

2,050

738

212

1,582

△743
　

流 動 負 債 38,366

買 掛 金 28,331

短 期 借 入 金 2,500

１年内返済予定長期借入金 1,315

未 払 金 2,002

未 払 費 用 1,132

前 受 金 1,460

未 払 法 人 税 等 223

賞 与 引 当 金 55

新型コロナ関連損失引当金 22

そ の 他 1,324

固 定 負 債 22,096

長 期 借 入 金 20,325

退 職 給 付 引 当 金 52

株 式 給 付 引 当 金 179

資 産 除 去 債 務 1,211

預 り 営 業 保 証 金 211

そ の 他 115

負 債 合 計 60,463

純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,848

資 本 金 5,942

資 本 剰 余 金 1,703

資 本 準 備 金 1,703

利 益 剰 余 金 △4,580

利 益 準 備 金 149

その他利益剰余金 △4,729

自 己 株 式 △216

評価・換算差額等 11

その他有価証券評価差額金 11

純 資 産 合 計 2,860

資 産 合 計 63,323 負 債 ・ 純 資 産 合 計 63,323

貸　借　対　照　表

－ 31 －



( 2021年４月１日から )2022年３月31日まで
（単位：百万円）

科 目 金 額

Ⅰ 売 上 高 25,158

Ⅱ 売 上 原 価 17,412

売 上 総 利 益 7,746

Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,672

営 業 損 失 925

Ⅳ 営 業 外 収 益 481

受 取 利 息 1

受 取 配 当 金 8

助 成 金 収 入 462

そ の 他 9

Ⅴ 営 業 外 費 用 386

支 払 利 息 356

そ の 他 30

経 常 損 失 831

Ⅵ 特 別 損 失 568

減 損 損 失 471

関 係 会 社 株 式 評 価 損 96

税 引 前 当 期 純 損 失 1,399

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 137

法 人 税 等 調 整 額 △332 △195

当 期 純 損 失 1,203

損　益　計　算　書
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( 2021年４月１日から )2022年３月31日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式
株 主 資 本
合 計資 本

準 備 金

そ の 他
資 本
剰 余 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他
利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金
合 計

2 0 2 1 年 ４ 月 １ 日 残 高 4,924 685 －－ 685 149 △3,552 △3,403 △216 1,989

会 計 方 針 の 変 更　　　　
による累積的影響額

27 27 27

会計方針の変更を反映した
2 0 2 1 年 ４ 月 １ 日 残 高

4,924 685 － 685 149 △3,525 △3,376 △216 2,016

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 1,017 1,017 1,017 － 2,035

当 期 純 損 失 △1,203 △1,203 △1,203

自 己 株 式 の 取 得 － △0 △0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

－ － －

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 1,017 1,017 － 1,017 － △1,203 △1,203 △0 831

2 0 2 2 年 ３ 月 3 1 日 残 高 5,942 1,703 － 1,703 149 △4,729 △4,580 △216 2,848

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2 0 2 1 年 ４ 月 １ 日 残 高 23 23 2,013

会 計 方 針 の 変 更　　　　
による累積的影響額

27

会計方針の変更を反映した
2 0 2 1 年 ４ 月 １ 日 残 高

23 23 2,040

事業年度中の変動額

新 株 の 発 行 － 2,035

当 期 純 損 失 － △1,203

自 己 株 式 の 取 得 － △0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

△11 △11 △11

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △11 △11 819

2 0 2 2 年 ３ 月 3 1 日 残 高 11 11 2,860

株主資本等変動計算書
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 矢 野 浩 一

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 川 　 慶

独立監査人の監査報告書

2022年5月11日

ぴ あ 株 式 会 社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

東　京　事　務　所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ぴあ株式会社の2021年4月1日から
2022年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、ぴあ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の
責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、
会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記
載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内
容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら
ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過
程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との
間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の
記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した
場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

連結計算書類に係る会計監査報告
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を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作
成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開
示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の
執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又
は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書にお
いて独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又
は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程
を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表
示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の
判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案
するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ
た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、
また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事
象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適
切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書
類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。

・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関す
る十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、
監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で
求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関
する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事
項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ
いて報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定によ
り記載すべき利害関係はない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 矢 野 浩 一

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 石 川  慶

独立監査人の監査報告書

2022年5月11日

ぴ あ 株 式 会 社

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

東　京　事　務　所

　監査意見

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ぴあ株式会社の2021年4月1日

から2022年3月31日までの第49期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい

う。）について監査を行った。

　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点

において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会

社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記

載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内

容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておら

ず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程

において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に

重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載

内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

計算書類に係る会計監査報告
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備及び運用することが含まれる。

　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成す

ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す

る責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書におい

て独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤

謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に

影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表

示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の

判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案す

るために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われ

た会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、ま

た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象

又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項

に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でな

い場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査

人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状

況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の

表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して

いるかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実

施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関

する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事

項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容につ

いて報告を行う。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

－ 37 －



監　査　報　告　書

当監査役会は、2021年４月１日から2022年３月31日までの第49期事業年度の取

締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の

上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施

状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその

職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、

職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を

図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監

査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の

執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類

等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査い

たしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意

思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け

ました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集

団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100

条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当

該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締

役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受

け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び

同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏

まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか

を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい

て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から

「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規

則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005

年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、

必要に応じて説明を求めました。

監査役会の監査報告
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及

びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連

結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職

務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者

の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められませ

ん。

　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、

当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうもので

はなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと

認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

(3) 連結計算書類の監査結果

　有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま

す。

2022年５月12日

ぴ あ 株 式 会 社 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役
(社外監査役) 能 勢 正 幸 ㊞

社外監査役 松 田 政 行 ㊞

社外監査役 新 井 　 誠 ㊞

社外監査役 宮 地 悟 史 ㊞
　

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案 定款一部変更の件

１．定款変更の理由

　(１)当社は今年創業50周年を迎え、当社の経営方針の根本的な原則である「企

業理念」を定款に盛り込むことで、持続的な成長を続け、100年企業を目

指していくことを明確化いたします。

　(２)「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただ

し書きに規定する改正規定が2022年９月１日に施行されることに伴い、株

主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、以下のとおり当社定款を

変更するものであります。

　　・株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨

を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条（電子

提供措置等）第１項を新設するものであります。

　　・株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事

項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の

範囲を法務省令で定める範囲に省略することができるようにするた

め、変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するものでありま

す。

　　・株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条（株

主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要

となるため、これを削除するものであります。

　　・上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであ

ります。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
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現行定款 変更案

第１条（条文省略） 第１条（現行どおり）

（新設） （企業理念）

第２条　当会社は、企業理念「ひとりひとりが

生き生きと」の実現を目指し、事業を継続する

ための利益を求める（経済性）とともに、あり

得べき社会の姿の追求（趣旨性）の両立を図り

ながら「社会からの授かりもの」という感謝の

気持ちを忘れることなく、エンタテインメント

を通じて常に新たな価値を創出し続け、多くの

人々を元気づけ、心を癒す「感動のライフライ

ン」の構築を目指す企業活動を続ける。

 ２　当会社に集う個性豊かで多様な人々が、遊

び、学び、仕事を一体に捉え、生き生きと成長

を感じながら、お客様に感動を届ける商品・サ

ービスを開発しうる働き方と組織運営の革新に

常に取り組む。

 ３　当会社の経営においては、全てのぴあ人が

オーナーシップ（経営者意識）を持って経営に

参画し、次世代に継承できるよう努める。

 ４　当会社は、事業を継続的に運営していくう

えで、社会的に必要な企業統治のルール等を遵

守し、「オープン」、「フェアー」で、「アカ

ウンタブル」な企業経営を徹底する。そして、

お客様、取引先様、従業員、地域社会、株主と

いう全てのステークホルダーから信頼を勝ち得

ていきたいと考える。

 ５　当会社は、企業理念の実現を果たすべく

100年企業を目指す。同時に、全世界で取り組む

べきサステナビリティを巡る諸課題（環境問題

やＳＤＧｓ等）にも、事業や企業の社会的活動

を通じて積極的に取り組む。

第２条～第13条（条文省略） 第３条～14条（現行どおり）

２．定款変更の内容

　　変更内容は以下のとおりであります。

下線は変更部分を示しております
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現行定款 変更案

（株主総会参考書類等のインターネット開

示とみなし提供）

第14条　当会社は、株主総会の招集に際

し、株主総会参考書類、事業報告、計算書

類および連結計算書類に記載または表示

をすべき事項に係る情報を、法務省令に定

めるところに従いインターネットを利用

する方法で開示することにより、株主に対

して提供したものとみなすことができる。

（新設）

（削除）

（電子提供措置等）

第15条　当会社は、株主総会の招集に際し、株

主総会参考書類等の内容である情報について、

電子提供措置をとるものとする。

 ２　当会社は、電子提供措置をとる事項のうち

法務省令で定めるものの全部又は一部について

は、議決権の基準日までに書面交付請求した株

主に対して交付する書面を省略することができ

る。

第15条～第40条（条文省略） 第16条～第41条（現行どおり）

（新設） （附則）

 第１条　現行定款第14条（株主総会参考書類等

のインターネット開示とみなし提供）の削除お

よび変更案第15条（電子提供措置等）の新設

は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法

律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改

正規定の施行の日（以下、「施行日」とい

う。）から効力を生ずるものとする。

 ２　前項の規定にかかわらず、施行日から６カ

月以内の日を株主総会の日とする株主総会につ

いては、現行定款第14条はなお効力を有する。

 ３　本附則は、施行日から６カ月を経過した日

または前項の株主総会の日から３カ月を経過し

た日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
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番 号
氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当社株式数

1

やない ひろし

矢 内 廣

(1950年１月７日生)

1974年12月 ぴあ株式会社設立

同代表取締役社長

2003年６月 当社代表取締役会長兼社長

2006年６月 当社代表取締役社長（現任） 3,050,100株

（重要な兼職の状況）

チケットぴあ九州株式会社　代表取締役会長

チケットぴあ名古屋株式会社　代表取締役会長

【取締役候補者とした理由】

候補者は、創業者として1974年に当社を設立し、経営方針・経営戦略の推進を担い、

レジャー・エンタテインメント領域における地位を確立してきました。今後も、当社

の経営に欠かせない人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものでありま

す。

2

きもと たかし

木 本 敬 巳

(1960年12月８日生)

1987年６月 当社入社

2006年４月 当社執行役員電子チケット事業本

部長

2008年７月 当社上級執行役員ライブ・エンタ

テインメント本部長

2010年４月 当社上級執行役員ライブ・エンタ

テインメント局長

2011年６月 当社取締役エンタテインメント事

業本部副本部長兼ライブ・クリエ

イティブ局長

2012年４月 当社取締役事業統括本部副本部長

兼ライブ&メディア事業本部長

2013年４月 当社取締役事業統括本部副本部長

2014年１月 当社取締役事業統括本部長

2017年６月 当社常務取締役事業統括担当統括

本部長

2018年４月 当社常務取締役

2019年６月 当社専務取締役

2022年４月 当社専務取締役グループ事業推進

担当（現任）

3,300株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、当社入社以来、ライブ・エンタテインメント事業全般に亘る幅広い業務経

験と業界内のネットワークを有しており、専務取締役として事業及び経営全般を担っ

ております。今後も当社の経営に欠かせない人材であると判断し、引き続き選任をお

願いするものであります。

第２号議案 取締役12名選任の件

　取締役全員は本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役12名

の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次の通りであります。
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番 号
氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式数

3

よしざわ やすゆき

吉 澤 保 幸

(1955年７月７日生)

1978年４月 日本銀行入行

1996年５月 同行営業局証券課長

2001年２月 当社入社　執行役員

2002年６月 当社取締役コーポレート本部長

2007年６月 当社取締役常務執行役員コーポ

レート本部長

2008年６月 当社顧問

2013年６月 当社取締役

2014年１月 当社取締役財務・経営企画・管理

担当CCO

2015年５月 当社取締役財務戦略担当CCO

2016年４月 当社取締役コーポレート統括担当CCO

2019年６月 当社常務取締役コーポレート統括

担当CCO

2020年４月 当社常務取締役コーポレート統括

担当CCO兼CISO兼経営改革推進担当

2021年４月 当社常務取締役コーポレート担当
CCO兼CISO兼経営改革推進担当(現任)

6,000株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、経営管理に関する深い知見と幅広い見識を有しており、当社入社以来、財

務、経営企画、コーポレート部門の責任者を歴任しており、常務取締役としてコーポ

レート・ＣＣＯ・ＣＩＳＯ・経営改革推進を担っております。今後も当社の経営に欠

かせない人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

－ 44 －



番 号
氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式数

4

むらかみ もとはる

村 上 元 春

(1965年４月13日生)

1988年４月 当社入社

2008年７月 当社執行役員ライブ・エンタテイ

ンメント本部副本部長

2012年６月 当社上級執行役員ライブ・エンタ

テインメント統括局長

2014年４月 当社上級執行役員ＣＳＲ推進室長

兼事業統括本部長補佐

2014年６月 当社取締役ＣＳＲ推進室長兼事業

統括本部長補佐

2016年４月 当社取締役ＣＳＲ担当兼事業統括

本部長補佐

2017年４月 当社取締役ＣＳＲ担当兼事業統括

担当副統括本部長

2018年４月 当社取締役事業統括担当統括本部

長兼エンタテインメント事業開

発担当兼ＣＳＲ担当

2020年４月 当社取締役事業統括担当統括本部

長兼ＣＳＲ推進担当兼ＨＲ創造

担当兼エンタテインメント事業

開発担当兼戦略企画担当兼経営

改革推進担当

2021年４月 当社取締役ヴェニュー事業開発

担当兼新規事業開発担当兼CSR

担当兼経営改革推進担当兼HR

創造担当

2022年４月 当社取締役ヴェニュー事業開発

担当兼中日本・西日本エリア担当

兼コンテンツ・コミュニケーショ

ン担当兼新規事業開発担当兼CSR

担当兼経営改革推進担当兼HR

創造担当(現任)

2,000株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、当社入社以来、ライブ・エンタテインメント事業全般に亘る幅広い業務経

験を有しており、ヴェニュー事業開発・新規事業開発・ＣＳＲ・経営改革推進・HR創

造を担っております。今後も当社の経営に欠かせない人材であると判断し、引き続き

選任をお願いするものであります。
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番 号
氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式数

5

こばやし さとる

小 林 覚

(1966年２月28日生)

1989年４月 当社入社

2000年４月 当社第二エンタテインメント事業

本部ぴあＭＯＯＫＳシリーズ編集長

2005年６月 当社メディア流通事業本部副本部長

2011年６月 当社執行役員社長室長兼広報室長

2017年６月 当社取締役社長室長兼広報室長

2020年４月 当社取締役社長室長（現任）

7,000株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、当社入社以来、広報、出版事業、インターネット事業、メディア流通事業

電子チケット事業、社長室長等の幅広い部門での業務経験を有しており、社長室なら

びに広報・ＣＩ担当を担っております。今後も当社の経営に欠かせない人材であると

判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

6

ひがしで たかゆき

東 出 隆 幸

(1965年７月29日生)

1989年４月 当社入社

2002年４月 当社営業開発事業本部 クーポン事

業部長

2007年４月 当社電子チケット事業本部 ソリュー

ション事業部長

2013年６月 当社執行役員 ライブ・エンタテイ

ンメント局長

2017年６月 当社上席執行役員 ライブ・エンタ

テインメント本部長

2019年６月 当社主席執行役員 ライブ・エンタ

テインメント本部長

2021年６月 当社首席執行役員 ライブ・エンタ

テインメント本部長 兼 ライブ・ク

リエイティブ本部長

2022年４月 当社首席執行役員 ライブ・エンタ

テインメント担当 兼 ライブ・クリ

エイティブ担当（現任）

1,500株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、当社入社以来、ライブ・エンタテインメント事業全般に亘る幅広い部門で

の業務経験を有しており、ライブ・エンタテインメント並びにライブ・クリエイティ

ブ担当を担っております。今後の当社の経営に欠かせない人材であると判断し、新た

に選任をお願いするものであります。
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番 号
氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式数

7

かわばた としひろ

川 端 俊 宏

(1973年５月25日生)

1997年４月 当社入社

2000年４月 2002年ワールドカップ杯日本組織委

員会出向

2007年４月 当社メディア・流通事業本部 事業開

発室長

2014年４月 当社システム局長

2019年４月 当社執行役員システム局長

2020年４月 当社執行役員 システム局長

　　　　　　兼 グローバルイベント局長(現任)

2021年６月 当社上席執行役員ライブ・エンタテ

インメント本部副本部長

2022年４月 当社上席執行役員ライブ・エンタテ

インメント担当[DX担当] 兼 システ

ム担当 兼 次世代システム局長（現

任）

1,843株

【取締役候補者とした理由】

候補者は、当社入社以来、システム、メディア流通事業、グローバルイベント事業

等の幅広い部門での業務経験を有しており、ライブ・エンタテインメント[DX担当]

・システム・グローバルイベント事業担当を担っております。今後の当社の経営に

欠かせない人材であると判断し、新たに選任をお願いするものであります。

8

みやもと ながこ

宮 本 暢 子

(1968年９月19日生)

1991年４月 当社入社

2000年４月 当社経営企画本部戦略企画部

グループリーダー

2003年４月 ぴあデジタルコミュニケーションズ

株式会社ソリューション事業部長

2008年10月 同社取締役ソリューション営業部長

2011年３月 当社退社

2013年４月 東京国際モンテッソーリ教師トレ

ーニングセンター入校

2014年３月 モンテッソーリ教師（３～６歳）

の国際ディプロマ取得

2014年４月 学校法人髙根学園入職

2015年１月 保育士資格取得

2018年４月 マリア・モンテッソーリ・エレメ

ンタリースクール勤務（現任）

2018年６月 当社取締役（現任）

1,000株

【社外取締役候補者とした理由】

候補者は、11年前まで当社に20年間在籍し、経営企画、ソリューション営業、子会社

の取締役を歴任し、特に当社の企業理念と会社風土に精通しております。退社後、子

育てと並行して複数の保育・教育に関する資格を取得し、教育現場での経験と見識を

有しており、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしております。当社の企業理

念“ひとりひとりが生き生きと”の実現に向け、今後も女性の視点から、働き方改

革、女性の活躍推進等において、専門的な助言、経営への提言をいただけるものと判

断し、引き続き選任をお願いするものであります。
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番 号
氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当社株式数

9

いちじょう かずお

一 條 和 生

(1958年10月13日生)

2001年４月 一橋大学社会学部教授、一橋大学
大学院国際企業戦略研究科教授
（協力講座）

2005年３月 株式会社シマノ社外取締役（現任)
2007年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究

科教授
2014年４月 一橋大学大学院国際企業戦略研究

科研究科長
2015年６月 株式会社電通国際情報サービス

社外取締役（現任）
2017年６月 当社社外取締役（現任）
2018年２月 株式会社ワールド社外取締役

（現任)
2018年４月 一橋大学大学院経営管理研究科

国際経営戦略専攻 専攻長、教授
2022年４月 ＩＭＤ（国際経営開発研究所、ス

イス、ローザンヌ）、教授（現任）

1,000株

【社外取締役候補者とした理由】

候補者は、国際企業戦略及び知識創造理論に基づいた企業変革に関する専門家として
豊富な経験と知識を有しており、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしており
ます。また、上場企業の社外取締役としての経験も豊富であり、今後も当社の経営に
ついて適切な助言をいただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするものであり
ます。

10

みやぢ のぶゆき

宮 地 信 幸

(1967年10月24日生)

1994年７月 株式会社セブン‐イレブン・ジャ
パン入社

2001年４月 株式会社アイワイバンク銀行出向
2005年６月 株式会社セブン‐イレブン・ジャ

パン広報室マネジャー
2006年１月 株式会社セブン＆アイ･ホールディ

ングス広報室センターオフィサー
2014年９月 同社ＣＳＲ統括室オフィサー
2016年12月 同社秘書室シニアオフィサー
2019年３月 同社社長室長
2020年２月 同社社長室長兼セキュリティ統括室長

2020年３月 同社執行役員社長室長兼セキュリ
ティ統括室長

2020年６月 当社社外取締役（現任）
2020年８月 株式会社セブン＆アイ・ホールデ

ィングス執行役員社長室長
2021年３月 同社執行役員社長室長兼秘書室長
2021年10月 同社執行役員経営推進本部ガバナンス

統括部シニアオフィサー（現任）

2022年３月 株式会社セブン＆アイ・フードシ
ステムズ取締役（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由】

候補者は、企業経営及び流通・販売事業における豊富な経験と実績から事業会社の実
態に精通しており、今後も当社の経営について適切な助言をいただけるものと判断
し、引き続き選任をお願いするものであります。
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番 号
氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 株 式 数

11

いしだ あつき

石 田 宏 樹

(1972年６月18日生)

2000年５月 フリービット株式会社設立 代表

取締役社長ＣＥＯ

2004年７月 同社代表取締役会長ＣＥＯ

2005年７月 同社代表取締役社長ＣＥＯ

2015年１月 フリービットモバイル株式会社

代表取締役社長ＣＥＯ

2015年２月 フリービット株式会社代表取締役

会長

2015年４月 カルチュア・コンビニエンス・ク

ラブ株式会社取締役

2020年５月 フリービット株式会社代表取締役

社長ＣＥＯ兼ＣＴＯ（現任）

2021年６月 当社社外取締役（現任）

2021年10月 株式会社ドリーム・トレイン・イ

ンターネット取締役会長（現任）

トーンライフスタイル株式会社

代表取締役社長（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由】

候補者は、企業経営及びＩＴ関連事業における豊富な経験と実績から事業会社の実

態に精通しており、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしております。今後の

当社の経営について適切な助言をいただけるものと判断し、引き続き選任をお願いす

るものであります。
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番 号
氏 名

（ 生 年 月 日 ）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

所 有 す る
当 社 株 式 数

12

むらい みつる

村 井 満

(1959年８月２日生)

1983年３月 株式会社日本リクルートセンター

入社

1998年４月 同社人事部部長

2000年４月 同社執行役員全社戦略グループ担

当

2004年３月 同社斡旋ディビジョンカンパニー

プレジデント 兼 株式会社リクル

ートエイブリック代表取締役社長

2008年７月 社団法人日本プロサッカーリーグ

理事（非常勤）

2011年４月 株式会社リクルート執行役員アジ

ア担当 兼 ＲＧＦ Ｈｏｎｇ Ｋｏ

ｎｇ Ｌｉｍｉｔｅｄ取締役社長

2013年４月 ＲＧＦ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌｉｍ

ｉｔｅｄ会長

2014年１月 公益社団法人日本プロサッカーリ

ーグ チェアマン

2014年４月 公益社団法人日本サッカー協会 副

会長

2022年３月 公益社団法人日本プロサッカーリ

ーグ 名誉会員 兼 公益社団法人日

本サッカー協会 顧問（現任）

0株

【社外取締役候補者とした理由】

候補者は、企業経営及びＪリーグチェアマン就任経験からスポーツ界においても豊富

な経験と実績を有しており、当社が定める社外役員の独立性基準を満たしておりま

す。今後の当社の経営について適切な助言をいただけるものと判断し、新たに選任を

お願いするものであります。

(注) １. 当社の代表取締役社長 矢内廣は、当社の関係会社であるチケットぴあ九州株式会社

及びチケットぴあ名古屋株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は両社より興行チ

ケットの九州地域及び中部地域での仕入れを行っております。他の各候補者と会社と

の間には特別の利害関係はありません。

　　　２. 宮本暢子氏、一條和生氏、宮地信幸氏、石田宏樹氏及び村井満氏は、社外取締役候補

者であります。

　　　３. 一條和生氏の社外取締役在任期間は本総会の終結の時をもって５年、宮地信幸氏の社

外取締役在任期間は本総会の終結の時をもって２年、石田宏樹氏の社外取締役在任期

間は本総会の終結の時をもって１年であります。

４. 宮本暢子氏、一條和生氏、石田宏樹氏及び村井満氏は、東京証券取引所が一般株主保

護のため確保することを義務付けている独立役員の候補者であります。

５. 当社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く）がその期待される役割を十分発

揮できるよう、現行定款第21条において、取締役（業務執行取締役等であるものを除

く）との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨

を定めております。これにより、宮本暢子氏、一條和生氏、宮地信幸氏及び石田宏樹
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氏とは、各氏の損害賠償責任を金500万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任

限度額の何れか高い額を限度とする（職務を行うにつき善意で且つ重大な過失がない

場合に限る。）ことを内容とする責任限定契約を締結しており、４氏の再任が承認さ

れた場合、当社は４氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。また、

村井満氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で上記と同内容の責任限定契約

を締結する予定であります。

６. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「D＆O

保」という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役

等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で

定められた免責事由に該当するものを除く。）等を塡補することとしております。な

お、D＆O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。各候補者が取締役に選任

され就任した場合には、いずれの取締役もD＆O保険の被保険者となる予定でありま

す。D＆O保険の契約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議

のうえ、これを更新する予定であります。
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【ご参考】独立性基準

当社は社外取締役及び社外監査役又はその候補者が以下のいずれにも該当しないと判断す

る場合、独立性を有しているものと判断する。

１. 当社グループの執行者

　当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」という）の業務執行者又は最近10年間

において業務執行者であったもの。

２. 株主関係者

　①当社の10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者

　②当社グループが10％以上の議決権を保有する会社の業務執行者

３. 取引先関係者

　①当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者

　　当社グループを主要な取引先とする者とは、直近の事業年度において当社グループ

　との取引金額が取引先の連結売上高の２％以上の取引先とする。

　②当社グループの主要な取引先又はその業務執行者

　　当社グループの主要な取引先とは、直近の事業年度において当社グループ

　との取引金額が当社グループの連結売上高の２％以上の取引先とする。

　③当社グループの主要な借入先又はその業務執行者

　　当社グループの主要な借入先とは、直近の事業年度末において当社グループの連結

　総資産の２％以上の額を当社グループに融資していた者とする。

４. 専門家関係者

　①当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の収入を得ている弁護士・司法

　書士・弁理士・公認会計士・税理士・コンサルタント等（但し、当該収入を得ている

　者が法人、組合等の団体である場合は、当社グループからの売上が当該団体の連結

　売上高の２％以上の団体に所属する者とする）

　②当社グループの会計監査人又はその社員等

５. 寄付又は助成を行っている関係者

　寄付又は助成を行っている関係者とは、当社グループが年間1,000万円以上の寄付又は

は助成を行っている組織等の代表理事等の役付理事とする。

６. 近親者

　上記１から５に掲げる者の配偶者又は二親等以内の親族
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当社における

地位

氏名

企業

経営

経験

企業

戦略/

知見

事業

戦略

財務/

会計

国際性/

多様性

IT/

デジ

タル

リスク

マネジ

メント/

法務

組織

マネジ

メント

代表取締役

社長

矢内　廣

● ● ● ● ● ●

専務取締役

木本　敬巳
● ● ● ● ●

常務取締役

吉澤　保幸
● ● ● ● ●

取締役

村上　元春
● ● ● ●

取締役

小林　覚
● ● ● ●

取締役

東出　隆幸
● ● ● ●

取締役

川端　俊宏
● ● ● ●

社外取締役

宮本　暢子

※１

● ● ●

社外取締役

一條　和生

※１

● ● ● ● ●

社外取締役

宮地　信幸
● ● ● ● ●

社外取締役

石田　宏樹

※１

● ● ● ● ●

社外取締役

村井　満

※１

● ● ● ● ●

【ご参考】本総会終了後の取締役のスキルマトリクス（予定）

　本招集ご通知記載の候補者を原案通りにご選任いただいた場合に、当社が各取締役に

　期待する主な知見や経験は以下のとおりです。

※１…独立社外取締役候補
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氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
所 有 す る
当社株式数

みやじ さとし

宮 地 悟 史

(1970年10月13日生)

1995年４月 国際電信電話株式会社(現KDDI株式

会社)入社

2015年４月 KDDI株式会社新規ビジネス推進本

部メディア企画部長

2016年２月 KKCompany Inc.取締役(非常勤)(現

任)

2016年10月 国際電気通信連合(ITU-T)第9研究

グループ(SG9)議長（現任）

2017年４月 KDDI株式会社新規ビジネス推進本

部エンターテインメントビジネス

推進部長

2019年６月 株式会社ブックリスタ取締役（非

常勤）（現任）

2020年４月 KDDI株式会社サービス統括本部

エンターテインメント推進部長

（現任）

2021年４月 株式会社mediba取締役（非常勤）

（現任）

2021年６月 当社社外監査役（現任）

0株

【社外監査役候補者とした理由】

候補者は、長年にわたり、通信・エンターテインメントビジネスに関する職務に携わ

るとともに、企業経営の経験を有していることから、当社の業務執行に関する意思決

定において適切な提言をいただけるものと判断し、引き続き選任をお願いするもので

あります。

第３号議案 監査役１名選任の件

　監査役 宮地悟史氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監

査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次の通りであります。

（注）１. 候補者と会社との間には特別の利害関係はありません。

２. 宮地悟史氏は、社外監査役の候補者であります。

３. 宮地悟史氏の監査役在任期間は本総会終結の時をもって１年であります。

４. 当社は監査役がその期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第30条におい

て、監査役との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結で

きる旨を定めております。これにより、宮地悟史氏とは、同氏の損害賠償責任を金

500万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額の何れか高い額を限度とす
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る（職務を行うにつき善意で且つ重大な過失がない場合に限る。）ことを内容とする

責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で当

該責任限定契約を継続する予定であります。

５. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（以下、「D＆O保

険」という。）契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役・監査役

等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で

定められた免責事由に該当するものを除く。）等を塡補することとしております。な

お、D＆O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。宮地悟史氏が監査役に選

任され就任した場合には、D＆O保険の被保険者となる予定であります。D＆O保険の契

約期間は１年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議のうえ、これを更

新する予定であります。

以　上
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会場は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、座席間の間隔
を広げることからご用意できる席数が限られており、入場制限をさ
せていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

株主総会会場ご案内図

渋谷教育学園
渋谷中学高等学校
渋谷教育学園
渋谷中学高等学校

みずほ銀行みずほ銀行
千
代
田
線

紀ノ国屋紀ノ国屋

国際連合大学国際連合大学

表参道駅表参道駅
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渋谷郵便局渋谷郵便局
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渋谷
スクランブルスクエア
渋谷
スクランブルスクエア

渋谷クロスタワー渋谷クロスタワー

セブンイレブンセブンイレブン

ドトールドトール 金王八幡宮金王八幡宮

首都高速３号渋谷線

首都高速３号渋谷線

明
治
通
り

並木橋

ローソン

國學院大学國學院大学

六本木通り六本木通り渋谷２

ベルサール渋谷ファースト
（渋谷ファーストタワー）

渋谷東急REIホテル渋谷東急REIホテル

MIYASHITA PARK

渋谷駅渋谷駅

セルリアンタワー
東急ホテル
セルリアンタワー
東急ホテル

渋谷
マークシティ
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渋谷警察署渋谷警察署

至
新
宿

B1出入口

JR新南口

C1出入口

東口

ベルサール渋谷ファースト地下１階ホール
〒150-0011　東京都渋谷区東1-2-20 渋谷ファーストタワー
　「渋谷駅」東口徒歩８分（JR線・銀座線・井の頭線）
　「渋谷駅」C1出入口徒歩８分（半蔵門線・副都心線・東横線・田園都市線）
　「渋谷駅」JR新南口徒歩７分（JR線）
　「表参道駅」B1出入口徒歩10分（銀座線・半蔵門線・千代田線）


